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令和 7年 4月 1日 

そよ風保育園 戸塚園 重要事項説明書 

                               

教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

１ 施設の目的及び運営の方針 

（１）施設の概要 

名 称  そよ風保育園 戸塚園 

  所在地  埼玉県川口市戸塚３丁目３２番２２号 

（２）目的及び運営の方針 

ア 子どもの最善の利益を大切にし、子どもの幸せを第一に考えた教育、保育を提供

します。 

イ 子どもの気持ちに共感し、養護と教育を一体的に行い、生命の保持及び、情緒の

安定を図ります。 

ウ 保護者とともに子どもを育て、社会の一員としての基礎を養います。 

エ 保育士としての専門性の向上に努めます。 

オ 当園の運営にあたっては、以下の法令及びその他関係法令を遵守します。 

・児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号) 

・子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号) 

・川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年川口

市条例第５８号。以下、「認可基準」という。） 

・川口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年 条例７１号。以下、「運営基準」という。） 

 

２ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 敷地全体 ４９３．４５㎡ 

屋外遊戯場 １７２．８３㎡ 

園 舎 構 造 鉄骨造 

延べ面積 ４１２．８４㎡    

階数 ２階建 建築年月 平成３１年３月 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 １室 ひよこ組（0歳児クラス） 
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保育室 ５室 

りす組（満 1歳児クラス） 

うさぎ組（満２歳児クラス） 

ぱんだ組（満３歳児ラス） 

きりん組（満４歳児クラス） 

ぞう組（満５歳児クラス） 

調理室 １室  

事務室 1 室 事務室と保健室を兼ねる 

 

３ 提供する教育・保育の内容 

（１）特定教育・保育及び延長保育の提供 

当園は、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に基づき、教育・

保育その他の便宜の提供を行います。 

ア 乳児は個々の違いに留意しながら、一人一人の発達に合わせた保育を提供します。 

イ 3 歳未満児は心身の発達、言葉や生活習慣の獲得が著しい時期であり、個人差の大きい

時期なので、個別の計画を立て対応をします。 

ウ 3 歳以上児は、クラス計画を基本とし、集団生活の楽しさや、共同的な活動の学びを大

切にし、就学前教育にも力を入れ、社会の一員としての基礎作りに努めます。 

 

（２）年間行事予定 

   始業式、遠足、保育参観、七夕、夏祭り、運動会、クリスマス会、発表会、卒園

式等を予定しています。時期については別途お知らせいたします。 

（３）１日の流れ 

    別途、デイリープログラムを添付いたします。 

（４）食事の提供 

 ア 提供方法 

    自園調理にて提供いたします。 

イ 提供内容 

    昼食及び補食を提供いたします。３歳以上児については、主食費として別途材料費

の実費相当額をご負担いただきます。献立表は毎月別途お知らせします。 

 ウ 提供時間 

園児の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 昼食 補食 備考 

０歳児 
１１時００分頃 

９時３０時頃 

１５時頃 

離乳食 

１歳児 
１１時１０分時頃 

９時３０分頃 

１５時頃 

幼児普通食 

２歳児 
１１時１０分頃 

９時３０分頃 

１５時頃 

幼児普通食 

３歳児 １１時３０分頃 １５時頃 幼児普通食 
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４歳児 １２時００分頃 １５時頃 幼児普通食 

５歳児 １２時００分頃 １５時頃 幼児普通食 

エ 食物アレルギー等への対応 

食物アレルギーをお持ちのお子さんはお知らせ下さい。医師の診断、指導の

もとに食事対応を相談させていただきます。 

 ※上記を問わず、行事（お別れ遠足・運動会等）の参加の際、お弁当の持参をお願いする

ことがあります。 

４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 職員の職種、員数及び職務の内容については以下のとおりとします。 

職員の職務は、関係法令の定めるところによることとします。 

ただし、入所する園児数により認可基準の範囲内で変動があるものとするとともに、非常

勤職員について常勤換算後の員数とします。 

職種 員数 職務の内容 

施設長 １人（常勤専従） 園務をつかさどり、所属職員を監督す

る。 

主任 １人（常勤専従） 施設長を助け、他の保育士を統括す

る。 

保育士 入園児童数によって、以下の基準以上の数の職

員を配置する 

満１歳未満児の園児３人につき保育士１人 

満１歳５人につき保育士１人 

満２歳以上３歳未満の園児６人につき保育士

１人 

満３歳以上満４歳未満の園児１５人につき保

育士１人 

満４歳以上の園児２５人につき保育士１人 

保育士は常勤専従と常勤換算後の人数とする 

園児の教育・保育に直接従事する。 

乳児及び３歳未満児は個別計画の立

案 

３歳以上児はクラス計画の立案 

保育のＰＤＣＡ 

 毎月、計画→保育実施→反省 見直

し→ 

 再計画→保育実施 

年間行事の推進 

月行事の推進 

日々の保育実施 

保護者との連携等 

調理員 3 人 栄養士の作成した献立に基づき、給食

及び補食を調理する。 

事務員 1 人 園の事務総務を行う。 

嘱託医 1 人（嘱託） 園児の健康管理、健康診断を行う。 

嘱託歯科医 1 人（嘱託） 園児の健康管理、歯科健診を行う。 
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５ 教育・保育を行う日及び時間帯 

 （１）当園において教育・保育を提供する日及び時間は、以下のとおりとします。なお、

提供時間以外の時間において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、延長保育 

を提供します。（別途利用者負担が発生します。） 

（２）必要保育時間は、通勤時間＋勤務時間です。必要保育時間は、園長が決定します。 

 

認定区分 提供日 提供時間 延長保育時間 

保育標準時間認定 月曜日～土曜日 ７：００～１８：００ １８：０１～１９：００ 

土曜日の延長保育は無 

保育短時間認定 月曜日～土曜日 ８：３０～１６：３０ ７：００～８：２９ 

１６：３１～１８：００ 

※土曜日保育は、連携園（東川口駅前 そよ風保育園）との共同保育を、戸塚園にて実

施する。 

年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日を除きます。 

 

６ 利用者負担額等 

当園の利用にあたっての負担額は以下のとおりです。 

（１）基本保育料 

川口市が定める利用者負担額を川口市へお支払ください。 

（２）延長保育料 

延長保育を利用する場合には、その利用時間に応じて、延長保育料を当園へお支払

ください。一回３００円 一月上限３０００円とします。 

延長保育の補食代は、一回 50円徴収いたします。 

（３）実費徴収 

 上記の保育料のほか、当園の利用において通常必要とされるものに係る費用として、

次のとおり実費相当額をご負担いただきます。 

費目 実費徴収額 

給食食材費（主食代・副食代） 

 保育時間認定児童(３歳児以上) 

月額 

6,300 円 

園帽子 実費 

月刊絵本代 一括一年払い 

教材費（２歳児以上） 

体操着（３歳児以上） 

実費 

実費 

 物価変動の影響等により徴収額を変動する場合があります。 

上記のほか、次の事項についてご負担いただくことを予定しています。 

・上記に掲げるもの以外に、費用負担が発生する場合にはその目的や金額等につい

て、事前に説明いたします。 
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７ 利用定員 

 総定員６０人。内訳は次に掲げるとおりとする。 

 （１）０歳児 ６人 

（２）１歳児 ７人 

（３）２歳児 ８人 

（４）３歳児 １３人 

（５）４歳児 １３人 

（６）５歳児 １３人 

  

８ 利用の開始及び終了に関する事項等 

 (１)各種手続きについて 

ア 入園に関する手続き 

     川口市が行う利用決定の選考により行ってください。 

イ 退園に関する手続き 

退園が決定した場合には、１か月前までに知らせるとともに、退園届をご提出下

さい。 

  ウ 転園・休園に関する手続き  

・転園が決定した場合には、転園届をご提出ください。 

・休園を申し込む場合には、休園届をご提出ください。 

 (２)教育・保育の提供の終了について 

  当園は、以下に掲げる場合には、教育・保育の提供を終了いたします。 

ア 園児が小学校に就学したとき。 

イ 子ども・子育て支援法における支給認定の要件に該当しなくなったとき。 

ウ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

９ 嘱託医等 

   当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

 (１) 小児科 

医療機関の名称 種市 哲吉 上尾中央総合病院 

医 院 長 名 徳永 英吉 

所  在  地 上尾市柏座１－１０－１０ 

電 話 番 号 ０４８－７７３－１１１１ 

(２) 歯科 

医療機関の名称 相田 貴絵 東京医科歯科大学勤務医 

医 院 長 名 森尾 郁子 

所  在  地 東京都文京区湯島１－５－４５  

電 話 番 号 ０３－３８１３－６１１１ 
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１０ 緊急時における対応方法及び非常災害対策 

(１)園児の病状急変等への対応について 

園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び緊

急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

(２)非常災害時の対策等について 

非常時の対応 別途定める、消防計画書により対応いたします。  

災害時の避難場所 
第一避難場所  戸塚中台公園 

第二避難場所  戸塚小学校 

園児引き渡しの方法 お迎え者を事前に確認しておき、本人確認の上引き渡します。 

 

 (３)管轄する関係機関 

消防署 川口市消防局 北消防署戸塚分署 

 〒３３３－０８１１ 埼玉県川口市戸塚３－１３－１６ 

 ☎０４８－２９６－５５６７ 

警察署 川口 武南警察署 

 〒３３４－０００４ 埼玉県川口市辻１０１０－２ 

 ☎０４８－２８６－０１１０ 

 

１１ 要望・相談及び苦情の受付） 

  当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  田村 由江 

・ご利用時間  ８：３０～ １７：３０ 

・電話番号   ０４８－２２９－８８４４ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０４８－２２９－８８４４ 

 担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

第三者委員会 川合 良枝 （ＮＰＯ法人すこやか理事長） 

島根 泰輔 （行政書士） 

 

１２ 虐待の防止 

 (１)職員の虐待防止のための措置 

  園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行います。 

 (２)家庭における虐待防止のための対応 

  虐待の前兆を見逃さぬよう、園児や家庭の様子に注意を払うとともに、必要に応じ、関

係機関への通告等を行います。また、職員と保護者との交流を通じ、育児への不安や悩み

に対し支援を行い、育児の負担感を軽減します。 
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１３ 保険等に関する事項 

 当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 傷害保険 賠償責任保険 

保険の内容 保育中におきた事故の補償と賠償 

補償金額  死亡事故１人につき １０億円 

 

 

１４ 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項 

(１) (１) 正当な理由がない限り、教育・保育の提供にあたって知り得た園児及びその家

族の個人情報を他者へ公表しませんが、関係機関から要請があり必要に応じて情報

を提供することがあります。 

 

(２)園児の居住市町村が認定する毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な

範囲に限って利用します。 

 

１５ 留意事項 

 当該重要事項説明書の記載事項に変更が生じる場合には、事前にご説明いたします。 

１６ 土曜日共同保育の実施 

実施施設 そよかぜ保育園 戸塚園 

依頼施設 東川口駅前 そよ風保育園 

実施場所 川口市戸塚３丁目３２番２２号 

 

１７ 電磁的方法による対応 

 保護者の利便性向上等の観点から、電磁的方法による対応を行います。 

 （メール、アプリの利用等） 
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              令和６年度  同意書 

 

当園における教育・保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

  

 施設名称：そよ風保育園 戸塚園 

 説明者職氏名：園長 氏名 堀 千代子 

 

 

 

私は、本書面に基づいてそよ風保育園 戸塚園の利用に当たっての重要事項の説明を受け

同意した上で、貴園の利用を申し込みます。 

 

   年  月  日 

 

保護者住所： 

 児童氏名 ： 

 保護者氏名：                

 児童から見た続柄： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


